
国民健康保険の加入 ・    脱退手続きをお忘れなく！国民健康保険の加入 ・    脱退手続きをお忘れなく！

※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ  　☎６６２‐２１１３

救急電話相談のご案内
　救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
　夜間に受診するか迷った時は「救急電話相談」（午後７時～10時）をご利用ください。

【小児救急電話相談】（15歳未満対象）
　県内プッシュ回線・携帯電話から
　　⇒♯８０００
　ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳから
　　⇒０２３‐６３３‐０２９９

【大人の救急電話相談】（15歳以上対象）
　県内プッシュ回線・携帯電話から
　　⇒♯８５００
　ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳから
　　⇒０２３‐６３３‐０７９９

住宅防火　いのちを守る ７つ のポイント住宅防火　いのちを守る ７つ のポイント
【３つの習慣】
　◆寝たばこは絶対にしない。
　◆ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　◆ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
【４つの対策】
　◆逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する。
　◆寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐため、防炎品を使用する。
　◆火災を小さいうちに消すため、住宅用火災警報器等を設置する。
　◆お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくる。

【注意】夕方・夜間の交通事故が増えています！【注意】夕方・夜間の交通事故が増えています！
【歩行者の皆さんへ】
　夕方・夜間の外出の際は、明るい色の服と夜光反射材を身につけて、運転者側に自分の存在を
　アピールしましょう。

【ドライバーの皆さんへ】
　しっかりと前を見て、運転に集中しましょう。
　早めにライトを点灯し、ハイビームを積極的に活用しましょう。

●国民健康保険に加入するとき　
　退職等によって社会保険等の医療保険を脱退したときは、無保険状態とならないよう、町（住所
地）の国民健康保険に加入する必要があります（任意継続社会保険に加入した場合や、切れ目なく
ご家族の社会保険の被扶養者になった場合を除く）。
　国民健康保険の加入届出は、社会保険等を脱退した日から14日以内にお願いします。
　＜届出に必要なもの＞
　・社会保険資格喪失連絡票（退職した事業所で発行）・世帯主の印かん
　・厚生年金等証書（厚生年金等受給資格がある60～64歳の方のみ）

●国民健康保険から脱退するとき
　町の国民健康保険に加入していた方が、就労や被扶養者認定で社会保険等に加入した場合、国民
健康保険の脱退手続きが必要となります（お勤め先等がこの手続きを行うことはありません）。
　社会保険等の新しい保険証がお手元に届いたら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをお願い
します。
　＜届出に必要なもの＞
　・社会保険等の保険証　・国保の保険証　・世帯主の印かん
　※国保加入者が75歳になったことにより後期高齢者医療に加入した場合は、国保脱退の届出は必
　　要ありません。

おりがみの折り方、教えます♪
●日　時　12月７日（毎月第１日曜日開催）
　　　　　午前10時～午後２時
●場　所　ほんわ館
●内　容　本を見てもうまく折り紙が折れない
　　　　　という方に、折り方の指導をします。
　　　　　今回は、かわいいクリスマスツリー
　　　　　とリース作りに挑戦します。
●参加費　無料　※お問い合わせ先
　おりがみおたすけ隊　渡辺
　☎０９０‐７０７８‐１４８２

ひまわりグラウンドゴルフ場
予約状況【11月15日～30日（10/29現在）】

●全６コースのうち、上記のコースが大会などで独
　占して使用されますので一般の使用ができません。
●独占使用の申請受付は、使用日の１か月前で終了
　します。
　　※ご予約・お問い合わせ先
　　 　総合体育館　☎６６２‐２３００

期　日 使用コース 時　間　帯
８：30～16：3011/16（日） Ｂコース

【注意】
グラウンドゴルフ場Ａコースは、護岸工事の
ため利用できませんのでご注意ください。
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●
雇
用
期
間　
平
成
27
年
１
月
１
日
～
３
月

31
日　
※
実
際
の
勤
務
は
１
月
５
日（
月
）

～
３
月
31
日
（
火
）

●
募
集
人
員　
１
名

●
業
務
内
容　
一
般
事
務
（
主
に
パ
ソ
コ
ン

に
よ
る
デ
ー
タ
入
力
作
業
）

●
応
募
資
格　

①
原
則
と
し
て
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
通
勤

可
能
な
方
（
町
外
の
方
で
も
応
募
は
可
能

で
す
が
、
応
募
者
多
数
の
場
合
は
町
内
の

方
を
優
先
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。）

②
心
身
と
も
に
健
全
で
、
働
く
こ
と
に
意
欲

の
あ
る
方

③
パ
ソ
コ
ン
操
作
（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
）

が
で
き
る
方

●
賃
金　
日
額
５
８
０
０
円
（
通
勤
手
当
別

途
支
給
）

●
勤
務
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
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休
憩
時
間
…
正
午
～
午
後
１
時
の

１
時
間
、
休
日
…
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
）
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▼
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会
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険
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び
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用
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に
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入
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。

　
▼
年
次
休
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は
条
件
を
満
た
し
た
段
階
で

付
与
し
ま
す
。
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中
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員
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入
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う
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Ｇ
（
役
場
２
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。
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却
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せ
ん
の

で
ご
了
承
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だ
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い
。
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付
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役
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５
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を
除
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、
役
場
の

閉
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は
受
付
け
ま
せ
ん
。）
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月
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日
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時

（
期
限
厳
守
。
郵
送
に
よ
る
場
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も
こ
の

期
日
・
時
間
ま
で
と
し
ま
す
。）
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選
考
方
法　
書
類
審
査
お
よ
び
面
接
（
面

接
は
、
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月
８
日
（
月
）
を
予
定
し
て
お

り
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す
。）
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●
期
日
・
場
所　

　
▼
11
月
18
日
（
火
）
…
東
部
地
区
多
目
的

交
流
セ
ン
タ
ー
あ
さ
ひ　

▼
11
月
27
日

（
木
）
…
文
新
田
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー　

▼
11
月
28
日
（
金
）
…
中
山
勤
労
文
化
セ

ン
タ
ー　
▼
12
月
２
日
（
火
）
…
総
合
体

育
館
会
議
室

※
い
ず
れ
の
会
場
も
、
町
内
の
方
で
あ
れ
ば
お

住
ま
い
の
地
区
関
係
な
く
参
加
で
き
ま
す
。

●
時
間
・
内
容

　
▼
午
後
１
時
30
分
～
２
時
…
介
護
予
防
講

話
（
講
師
…
町
保
健
師
）　

▼
午
後
２
時

～
３
時
…
介
護
予
防
運
動
実
技
指
導
（
講

師
…
㈱
ニ
チ
イ
学
館 

介
護
予
防
運
動
指

導
士　
川
田
敏
文
氏
）

●
対
象　
町
内
在
住
の
概
ね
65
歳
以
上
の
方

●
参
加
費　
無
料　

●
服
装　
動
き
や
す
い
服
装

●
持
ち
物　
水
、
汗
拭
き
タ
オ
ル
な
ど
。
※

11
月
28
日
と
12
月
２
日
に
参
加
す
る
方
は

内
ズ
ッ
ク
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他　
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
ま
た
、

血
圧
相
談
を
希
望
す
る
方
は
午
後
１
時
ま

で
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　この事業は『中山町「やっ
てみっべ」活動支援補助金』
を活用して実施しています。

やってみっべ！
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